
　　　　　　　　　『ハラスメント相談窓口　周知カード』  
　　　　　　　　　　　　　　　　日本ハラスメント協会の「専門カウンセラー」が親身に対応いたします  
 
●相談内容：ハラスメントに関する被害の相談・通報、従業員第三者による相談・通報、管理職等が
自身の指導方法がハラスメントに該当するかの相談等。相談したことを理由に解雇・報復行為など、
相談者に不利益が生じることはありません。安心してハラスメント社外相談窓口をご利用ください。
 

●匿名・実名での相談をお選びいただけます（相談者のプライバシーは保護されます）

●相談方法：電話・メール・WEB・面談カウンセリング・ZOOMビデオ通話

（面談カウンセリング・ZOOMビデオ通話は予約制1回60分まで/相談回数に制限はありません）

●面談カウンセリング・ ZOOMビデオ通話の予約方法： 電話・メール・WEB予約フォーム

※ZOOMビデオ通話はスマートフォン又はパソコンからアプリ（無料）をインストールする

必要があります。通話料金は無料でスマートフォン・パソコンのどちらからでもご利用いただけます。

【ハラスメントの相談・通報受付時間】　電話： 050-5369-5648 (月～金＋土日・祝 10:00～21:00)
何らかのトラブルが原因で電話がつながらない場合や 1日経過しても

折り返しの電話が来ない場合は下記のメールアドレスにご連絡ください。

・メール・ WEB：24時間365日　harasumentt@yahoo.co.jp
・面談カウンセリング：月～金＋土日・祝 10:00～21:00（予約制）

・ZOOMビデオ通話：月～金＋土日・祝 10:00～21:00（予約制）

【ハラスメント社外相談窓口のお休み期間】
例年8/13～15（お盆）・12/29～1/4（年末年始）


